
PPP/PFI推進アクションプラン

重点分野実行計画

令和５年６月

国土交通省



空港



①コンセッションへの理解を深めるための導入効果等の情報発信や働きかけを、地方公共団体と連携・協力のもと、
積極的に行う【Ｒ４年度に地方公共団体主催の勉強会、地元経済団体主催の講演会、大学院の講義において空港
コンセッションについて説明を行った】

②地方公共団体等に対し、公募手続きに係る知見の提供、関心のある企業等の紹介、調査費の支援等を積極的に
行う【Ｒ４年度にコンセッション未導入の地方管理空港所在自治体を訪問し、先行案件の取組みや効果、国の支援
制度等の紹介を行った】

空港分野 実行計画 概要

具体化レベル 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

具体的検討 ０件 ２件 ４件 ５件 ５件

うち

実施方針公表
０件 ０件 ２件 ４件 ５件

うち

実施契約締結
０件 ０件 １件 １件 ２件

■案件候補の年度別進捗

■案件形成のための推進施策等

PPP/PFI導入検討対象*1 案件候補*2 事業件数目標*3

３８件 ８件 ３件

■PPP/PFI導入検討対象、案件候補、事業件数目標

（件数は累計値）

【PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）要約】
原則として全ての空港への公共施設等運営事業の導入を促進するものとし、令和８年度までに３件の具体化を目標とする。

各案件候補について、
コンセッション導入の
是非を検討

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの。
*2：案件候補： アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、個別分野の特性を踏まえ、

他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの。
*3：事業件数目標：アクションプランに定めた、 5年間（R4-R8年度） で少なくとも具体化すべき事業件数。地方公共団体が主な事業主体であること等を踏まえ、

個別案件の状況を斟酌しつつ、事業実施の決定に至る前の段階の案件についても対象としている。



【空港】 PPP/PFI導入検討対象及び案件候補の設定の考え方

全国 97空港

コンセッション導入済の17空港（※）を除く空港
80空港

＜基準設定の根拠・解説等＞

離島空港及び米軍との共用空港等を除く空港
38空港

現在、コンセッション導入の検討が行われている空港
8空港

空港会社管理：4空港
国管理空港：28空港
地方自治体管理：65空港

空港会社管理：2空港
国管理空港：19空港
地方自治体管理：59空港

空港会社管理：2空港
国管理空港：15空港
地方自治体管理：21空港
（なお、アクションプランでは、「原
則として全ての空港への公共施設等運
営事業の導入を促進する」こととして
いる。）

現在、コンセッション導入の検討が行
われている8空港

＜案件候補*2＞

参考：アクションプランにおける５年間で少なくとも具体化すべき事業件数目標：３件

＜PPP/PFI導入検討対象*1＞

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの
*2：案件候補：アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、

個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの

※令和8年度末時点でコンセッション事業を継続中の空港



【空港】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

空港

原則として全ての空港への公共施設等運営
事業の導入を促進するものとし、令和８年度
までに３件の具体化を目標として以下の施策
に取り組む。＜国土交通省＞

国土交
通省

空港

・民間委託空港状況フォローアップ会議の提
言を踏まえ、コロナ禍を踏まえたリスク分担条
項（プロフィット・ロスシェアリング条項、無利
子貸付条項等）の新設等について、案件ごと
に、実施契約への反映を検討する。（令和４
年度開始）＜国土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
今後の案件に向けてリスク
分担条項の新設等について
具体的な検討を行っている

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

空港

・公共施設等運営事業における混合型ス
キームの導入の好事例・効果について、情報
を収集・発信する。（令和４年度開始）＜国土
交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
採算性の低い空港所在自
治体を訪問し、混合型コン
セッションを導入することによ
り経営一体化、民間の資金
及びノウハウの活用が可能
となることを説明した

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

空港

・空港における公共施設等運営事業への理
解を深めるための導入効果等の情報発信や
働きかけを、地方公共団体と連携・協力のも
と、積極的に行う。（令和４年度開始）＜国土
交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
地方公共団体等主催の勉
強会、講演会への参加や、
先行案件の提案概要、取組
と成果等の公表を通じて、
空港コンセッションの仕組み
や効果等について発信した

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

空港

・地方公共団体等に対し、公募手続きに係る
知見の提供、関心のある企業等の紹介、調
査費の支援等を積極的に行う。（令和４年度
開始）＜国土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
コンセッション未導入の地方
管理空港所在自治体を訪問
し、先行案件の取組みや効
果、国の支援制度等の紹介
を行った

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

リスク分担条項の新設等について、案件ごとに、財政当局との調整も含め、具体的な検討を進める。

既に混合型スキームを導入している地方管理コンセッション空港の管理者（地方公共団体）に混合型スキームの仕組みや効果等を確認し、その

情報をコンセッション未導入の地方管理空港の管理者（地方公共団体）へ展開する。

県、関係市町、議会、地元経済団体等が参加する勉強会や講演会への積極的な参加や、国土交通省ホームページにおける、先行案件の提案概

要、取組と成果の公表等を通じて、空港コンセッションの仕組みや効果等を発信し、機運醸成を図る。

定期的に地方公共団体を訪問（Web会議）し、先行案件の公募手続きに係る知見の提供、関心のある企業等の紹介、内閣府 PPP/PFI推進室や国

土交通省 総合政策局が実施しているPPP/PFIに関する支援事業の紹介等を行う。



【空港】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

空港
・公共施設等運営事業を推進するための個
別施策に関し、進捗状況を「見える化」する。
（平成２９年度開始）＜国土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
先行案件の公募書類等を公
表している

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

空港
公共施設等運営事業者の創意工夫が十分
に発揮されるよう規制の緩和や合理化を進め
る。（平成２８年度開始）＜国土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
定期的に開催している運営
権者との打合せにおいて、
規制の緩和や合理化につい
て意見を伺っている

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

空港

・公共施設等運営事業を導入した空港につ
いて、新型コロナウイルス感染症の影響を踏
まえつつ、関係施策を推進する。（令和２年度
開始）＜国土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
運営権者から経営の実情を
伺った上で、空港施設の整
備に対する無利子貸付、運
営権対価分割金の支払い
の年度越え猶予、空港運営
事業期間の延長などの支援
を行った

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

国土交通省ホームページにおいて、各空港における進捗（検討）状況や公募書類等を公表する。

運営事業者からの要望を伺いながら、必要となる規制の緩和や合理化について検討する。

運営事業者に実情を確認し、必要となる支援施策について検討する。



推進施策の概要①
〇採算性の低い空港所在自治体を訪問し、混合型コンセッションを導入することにより経営一体化、民間の
資金及びノウハウの活用が可能となることを説明した。



推進施策の概要②
〇地方公共団体主催の勉強会、地元経済団体主催の講演会等において空港コンセッションの仕組みや効果等について説明を行った。
〇先行案件の提案概要、取組と成果を公表しており、コンセッション関連のフォーラム等に職員を派遣した。



推進施策の概要③
〇運営権者から経営の実情を伺った上で、空港施設の整備に対する無利子貸付、運営権対価分割金の
支払いの年度越え猶予、空港運営事業期間の延長などの支援を実施した。

（令和4年度）



下水道



具体化レベル 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

具体的検討 ２件 ４件 ６件 ８件 １０件

うち

実施方針公表
１件 １件 ２件 ３件 ６件

うち

実施契約締結
１件 １件 １件 ２件 ３件

①ＰＰＰ／ＰＦＩの導入に関する民間提案に対する受付窓口を明確にし、適切な提案を採用することを要件化
【Ｒ５年度から運用開始】

②公共施設等運営事業内での改築等整備費用に対し、令和５年度より国費支援の重点配分を行う
【R５年度から運用開始】

③早急に導入検討を開始すべき地方公共団体の首長等へのトップセールス【Ｒ５年度以降継続】
④官民連携手法ごとの特徴や効果等を整理したガイドライン等の活用とモデル都市への支援を拡充【R５年度以降継続】
⑤ＰＰＰ／ＰＦＩ検討会に新たな分科会を設置し、導入を支援【R５年度から運用開始】

下水道分野 実行計画 概要

■案件候補の年度別進捗

■案件形成のための推進施策等

PPP/PFI導入検討対象*1 案件候補*2 事業件数目標*3

６０件程度 ２０件程度 ６件

■PPP/PFI導入検討対象*1、案件候補*2、事業件数目標*3

三浦市等

三浦市

三浦市

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を優先して導入検討すべきもの。
*2：案件候補： アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業を特に優先して検討すべきもの。

なお、個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの。
*3：事業件数目標：アクションプランに定めた、 5年間（R4-R8年度） で少なくとも具体化すべき事業件数。地方公共団体が主な事業主体であること等を踏まえ、

個別案件の状況を斟酌しつつ、事業実施の決定に至る前の段階の案件についても対象としている。

（件数は累計値）

【PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）要約】
下水道分野では、下水道処理施設の９割以上で民間委託、３割程度でＰＰＰ／ＰＦＩが導入されるなど、官民連携が進んでいるところであるが、
より一層民間の経営ノウハウの導入による持続可能性の確保等を図る観点から、公共施設等運営事業の活用を目指し、令和８年度までに６
件の具体化を目標とする。



【下水道】 公共施設等運営事業導入検討対象及び案件候補の設定の考え方

下水道事業実施団体
1,500団体程度

・人口10万人以上（都道府県・市町村）
・処理区内人口5万人以上・下水処理場を有する団体

200団体程度

＜基準設定の根拠・解説等＞

分流で、DBO・PFI事業を導入していない団体
20団体程度

既に検討している団体：5団体

供用開始から40年以上経過している団体（施設の老朽化が進行）
経費回収率100％以下

60団体程度

・国土交通省下水道部ＨＰ

・10万人以上の団体に対し、PPP/PFI
手法導入優先的検討策定を要請
（令和3年6月）

・下水処理場の維持管理や改築に民間
の創意工夫が活かされ易い（一定
規模以上の処理区を有する。）

・責任分担が難しくなる雨水を含まな
い団体から推進。

・既にDBOやPFI等の長期契約を行っ
ておらず、工夫の余地が残ってい
る団体から推進。

・管路の耐用年数を超える団体では、
改築需要が増加するため、民間によ
る効率的な改築の必要性が高まる。
・経費回収率の改善のため、民間のノ
ウハウの活用が期待できる。

＜案件候補*2＞

参考：アクションプランにおける５年間で少なくとも具体化すべき事業件数目標：６件

＜PPP/PFI導入検討対象*1＞

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を優先して導入検討すべきもの。
*2：案件候補： アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業を特に優先して検討すべきもの。

なお、個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの。



【下水道】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

下水
道

公共施設等運営事業の活用を目指し、令和
８年度までに６件の具体化を目標として以下
の施策等に取り組む。＜国土交通省＞

国土交
通省

下水
道

・下水道の整備等に係る国費支援に関して、
ＰＰＰ／ＰＦＩの導入に関する民間提案を求め
適切な提案を採用することを要件化すること
について、令和４年度の検討結果に基づき、
令和５年度から運用開始する。（令和４年度
開始、令和５年度強化）＜国土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
・R4年度中に結論を得
て,PPP/PFIの導入に関する
民間提案に対する受付窓口
を明確にし、受領した民間
提案の適切性を検討の上、
適切と判断した場合には採
用することを要件化した。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

下水
道

・汚水管の改築に係る国費支援に関して、緊
急輸送道路等の下に埋設されている汚水管
の耐震化を除き、ウォーターＰＰＰ導入を決定
済みであることを令和９年度以降に要件化す
る。このことについて、地方公共団体に周知
し、ウォーターＰＰＰの導入検討の促進を図
る。（令和４年度開始、令和５年度強化）＜国
土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
・R4年度中に検討を行い、
R5改訂版アクションプランに
反映した。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

下水
道

・公共施設等運営事業内での改築等整備費
用に対し、令和５年度より国費支援の重点配
分を行う。（令和４年度開始、令和５年度強
化）＜国土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
・R4年度中に結論を得て、
重点配分を行うこととした。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

「各地方公共団体が、

PPP/PFIの導入に関する

民間提案に対する受付

窓口を明確にし、受領し

た民間提案の適切性を

検討の上、適切と判断し

た場合には採択するこ

と」について、交付金の

要件化を検討し、令和４

年度中に結論を得る。

汚水管の維持更新への

国費支援については、令

和９年度以降は汚水処理

施設が未概成の地方公

共団体であっても公共施

設等運営事業の導入を要

件とすることを検討する。

「各地方公共団体が、PPP/PFIの導入に関する民間提案に対する受付窓口を明確にし、受領した民間提案の適切性

を検討の上、適切と判断した場合には採用すること」の交付金要件化に関する周知と確実な運用を行う。

汚水管の改築に係る国費支援に関して、緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除き、ウォー

ターＰＰＰ導入を決定済みであることを令和９年度以降に要件化することについて、地方公共団体に周知し、

ウォーターＰＰＰの導入検討の促進を図る。

公共施設等運営事業内での改築等整備費用に対し、令和５年度より国費支援の重点配分を行うことについて、地方

公共団体に周知と確実な運用を行う。

公共施設等運営事業に

関連する更新事業への

インセンティブを設定する

ことを検討し、令和４年度

中に結論を得る。



【下水道】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

下水
道

・上下水道一体でのウォーターＰＰＰに対し、
国費支援に関するインセンティブを設定するこ
とについて検討し、令和５年度中に結論を得
る。（令和５年度開始）＜国土交通省＞

国土交
通省

―
（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

下水
道

・ウォーターＰＰＰを早急に検討すべき地方公
共団体の首長等へのトップセールスを実施す
る。（平成２９年度開始、令和５年度強化）＜
国土交通省＞

国土交
通省 （R4実績）

・新型コロナウイルス感染症
対策を徹底した上で、首長
等へのトップセールスを実施
した。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

下水
道

・ウォーターＰＰＰの具体的な案件形成に向
けて、地方公共団体に対し、官民連携手法ご
との特徴や効果等を整理したガイドライン及
び公共施設等運営事業の実施契約書・要求
水準書のひな形（両者とも令和４年度策定）
等を活用しつつ、技術的な助言を行うととも
に、モデル都市における課題整理、スキーム
検討、効果分析などの支援を拡充し、成果の
全国発信・横展開を図る。（平成２８年度開
始、令和５年度強化）＜国土交通省＞

国土交
通省 （R4実績）

・官民連携手法ごとの特徴
や効果等を整理したガイドラ
イン及び公共施設等運営事
業の実施契約書・要求水準
書のひな形（両者とも令和４
年度策定）を策定。
・モデル都市における課題
整理、スキーム検討、効果
分析などの支援を拡充。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

新型コロナウイルス感染症

対策を徹底した上で、首長

等へのトップセールスを実

施する。

ウォーターＰＰＰを早急に導入検討を開始すべき地方公共団体の首長等へのトップセールスを実施する。

令和５年度中に得た結論をもとに、地方公共団体に対して周知活動を実施。国費支援に関するインセン

ティブを設定することについ

て検討し、令和５年度中に

結論を得る。

・PPP/PFI手法選択GL改正

と併せて、官民連携手法ご

とに特徴や効果等を整理す

る。

・検討を進めている地方公

共団体に対して、新規案件

形成に向けた技術的支援

等を実施する。

引き続き着実に実施する。



【下水道】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

下水
道

・「下水道における新たなＰＰＰ／ＰＦＩ事業の
促進に向けた検討会」をオンラインで開催す
るなど、地方公共団体が参加しやすい形で情
報共有や意見交換を図る。また、同検討会に
「ウォーターＰＰＰ分科会」を新設し、地方公
共団体間の意見交換、有識者による助言等
を通じ、ウォーターＰＰＰの導入を支援する。
さらに、「民間セクター分科会」を通じ、民間
事業者の視点からも、PPP/PFIの先進事例
の効果・メリットを積極的に発信するととも
に、両分科会の連携により、官民の相互理解
を深める。（平成２９年度開始、令和５年度強
化）＜国土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
・PPP/PFI検討会、民間セク
ター分科会を開催し、課題
への対応策や知見等につい
て共有した。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

下水
道

・先行的に公共施設等運営事業を開始した
浜松市、須崎市、宮城県及び三浦市の着実
な事業実施を支援する。（平成２８年度開始、
令和５年度強化）＜国土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
浜松市、須崎市、宮城県及
び三浦市へ技術的助言等
支援を行った。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

下水
道

・ＰＰＰ／ＰＦＩの導入を推進する観点から、財
務や経営の「見える化」を推進するため、経
営に関する指標について地方公共団体間で
比較できる情報を提供する。（平成２９年度開
始）＜国土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
・最新の経営に関する指標
を国交省HPに掲載した。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

ウォーターＰＰＰ分科会を

新設

引き続き着実に実施する。

ウォーターPPP分科会を継続的に開催これまでに得られた課

題への対応策や知見

等については、「下水

道における新たな

PPP/PFI事業の促進

に向けた検討会」にお

いて、他の地方公共団

体に共有する。

浜松市、須崎市及び宮

城県の事業が着実に進

むよう支援を行うととも

に、三浦市での着実な

事業開始に向けて技術

的助言等の支援を行う。

地方公共団体間で比

較できるよう、経費回収

率、汚水処理原価等、

代表的な経営指標につ

いて、Excelファイルで

一覧に取りまとめ、国

土交通省HPに掲載す

る。

引き続き、浜松市、須崎市、宮城県及び三浦市の着実な事業実施に向けた支援を行う。



○ 下水道事業を巡る厳しい経営状況や執行体制の脆弱化の中で持続可能な事業運営を図るため、民間企業の
ノウハウや特長を生かしたPPP/PFI 手法の導入を推進

○ PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）に基づき、下水道分野ではコンセッション方式等の活用を目指
し、令和８年度までに６件の具体化を目標として、取り組んでいるところ。

対象事業：

処理場、汚水ポンプ場の
維持管理、改築

管路施設の
維持管理、改築、増築

経営、各種計画支援

事業期間：20年間
VFM：約4.1%
（優先交渉権者提案時）

運営権対価：1,000万円

下水道事業におけるコンセッション導入の例

三浦市 （令和５年４月事業開始）

各種ガイドライン等の整備

l 令和４年３月に「下水道事業における公共施設等運営事業
の実施に関するガイドライン」を改正

l 令和５年３月に「下水道事業におけるPPP/PFI手法選択の
ためのガイドライン」を改正

ウォーターPPP導入に前向きな団体への財政的支援

l 案件形成やスキーム検討・調査等の支援を拡充

首長等へのトップセールス

自治体や民間とのPPP/PFI検討会の開催

l 平成27年10月に設置
32回開催し、337の地方公共団体が参画（R４年度末時点）

l 平成29年７月に当該検討会に民間セクター分科会を設置
６回開催し、27の民間企業が参画（R４年度末時点）

l ウォーターＰＰＰ分科会を新設（R５年度予定）

社会資本整備総合交付金の要件化・インセンティブ

l 令和５年度から、下水道の整備等に係る国費支援に関して、
PPP/PFIの導入に関する民間提案を求め適切な提案を採
用すること等を要件とする

l 令和５年度から、コンセッション事業に含まれる下水道施設
の整備・改築事業について、社会資本整備総合交付金等
の重点配分項目として支援する

PPP/PFIに関する国土交通省の取組

l管路施設や下水処理施設の管理については９割以上が民間委託を導
入済み

l包括的民間委託は処理施設で552施設、管路で49契約導入されており、
近年増加中（R４.４時点）

l PFI（コンセッション）
- これまでに4件が導入済み

- 浜松市（H30.４～）・須崎市（R２.４～）・宮城県（R４.４～）・三浦市（R５.４～）

l PFI（従来型）は12契約、DBO方式は33契約導入済み（R４.４時点）

下水道分野におけるPPP/PFI（官民連携）の推進

下水道事業におけるPPP/PFIの実施状況



道路



○品川駅、追浜駅、新潟駅、近鉄四日市駅、神戸三宮駅、呉駅、札
幌駅について、 交通事業者等の関係機関と調整しつつ、道路管
理者である国が主体となって具体化に取り組む。

道路分野 実行計画 概要

具体化レベル 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

具体的検討
４件＊4 ５件 ６件 ６件 ７件

うち実施方針
公表

０件 ２件 ３件 ５件 ６件

うち実施
契約締結

０件 ０件 ０件 ３件 ３件

■案件候補の年度別進捗

■案件形成のための推進施策等

PPP/PFI導入
検討対象*1 案件候補*2 事業件数目標*3

７件 ７件
７件(内、1件のコン

セッション実施)

■PPP/PFI導入検討対象、案件候補、事業件数目標

＊4：品川、新潟、近鉄四日市、神戸三宮

交通ターミナル（バスタ） 高速道路のSA・PA、下関北九州道路

道路分野としての事業件数目標の上乗せを視野
に、以下の施策を推進する。

○高速道路のSA・PAの具体的な検討については、
高速道路内における物流のニーズ等も踏まえ、大
都市近郊や大都市間に立地するSA・PAを候補に、
案件具体化に向けて取り組む。

○下関北九州道路については、民間資金の活用を
図るという観点から、エリア単位でＰＦＩ手法等の活
用の可能性を検討する。

■案件形成のための推進施策等

【PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）要約】
交通ターミナルについて、公共施設等運営事業をはじめとする地域活性化等に資するPPP/PFIの活用を推進するため、令和８年度ま
でに７件の具体化及び公共施設等運営事業１件の事業実施を目標として取り組む。

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの。
*2：案件候補： アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業

の活用を目指しつつ、個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も
併せて検討するもの。

*3：事業件数目標：アクションプランに定めた、5年間（R4-R8年度） で少なくとも具体化すべき事業件数。
地方公共団体が主な事業主体であること等を踏まえ、個別案件の状況を斟酌しつつ、事業実施の決定
に至る前の段階の案件についても対象としている。

（件数は累計値）



【道路】 PPP/PFI導入検討対象及び案件候補の設定の考え方

事業中箇所及び調査中箇所※1

計 22ヶ所

＜基準設定の根拠・解説等＞

事業中箇所※1

計７ヶ所

※1 令和5年4月1日時点

事業中箇所、及び、調査中箇所であっ
て、交通拠点の機能強化の必要性を明
確化し、機能強化に向けた整備方針を
作成した箇所数

※1 令和5年4月1日時点

事業中箇所であって、令和８年度まで
に具体的検討（市場調査等）を実施す
る見込みの箇所数

※1 令和5年4月1日時点

＜案件候補*2 ＞

事業中箇所及び一部の調査中箇所※ 1

計７ヶ所

参考：アクションプランにおける５年間で
少なくとも具体化すべき事業件数目標：７件

（公共施設等運営事業１件の事業実施）

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの
*2：案件候補：アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、

個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの

＜PPP/PFI導入検討対象*1＞

【交通ターミナル（バスタ）】



【道路】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

道路

＜事業件数目標＞
交通ターミナル（バスタ）について、
ＰＰＰ／ＰＦＩの活用の具体化 ７件
（内、公共施設等運営事業の事業実施 １
件）

国土交
通省

道路

品川駅、追浜駅、新潟駅、近鉄四日市駅、神
戸三宮駅、呉駅、札幌駅について、交通事業
者等の関係機関と調整しつつ、道路管理者
である国が主体となって具体化に取り組む。
（令和４年度開始、令和５年度強化）

国土交
通省

道路

高速道路のＳＡ・ＰＡなどの施設については、
民間資金の活用を図るという観点から、ＰＦＩ
手法等の活用に向けた事業スキーム等の検
討を行う。また、下関北九州道路について
は、エリア単位でＰＦＩ手法等の活用の可能性
を検討する。（令和４年度開始）

国土交
通省

道路

愛知県道路公社における公共施設等運営事
業の先行事例について、その成果等を情報
収集しつつ、情報提供を始めとした横展開を
図る。（平成28年度開始）

国土交
通省

愛知県道路公社の先行事例について、PPP/PFI推進施策説明会で情報提供を行うなど、横展開を図る。

交通事業者等の関係機関と調整しつつ、道路管理者である国が主体となって具体化に取り組む。

（R4実績）

愛知県道路公社での先

行事例についてPPP/PFI

推進施策説明会で情報

提供を実施した。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

（R4実績）

コンセッション等導入に向け、

事業中の箇所において、

事業スキームの具体化を

検討

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

SA・PAへのPFI活用に向けた事業ス

キーム、箇所の検討

PFI等のスキームを検討 ※現在、山口県・北九州市において都市計画・環境影響評価の手続きを進めており、PFI等のスキームは検討中

実施方針公表、PFI事業者公募、契約締結

（R4実績）

【SA・PA】

PFI手法の導入に向けた、事

業スキームや箇所を検討

【下関北九州道路】

PFI等のスキームを検討

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）



交通ターミナル（バスタ）におけるPPP/PFIの活用

神戸三宮駅

交通ターミナル

R2.4 事業化
R3.12市場調査

新潟駅交通

ターミナル

R2.4事業化
R3.2市場調査

長崎市

中心部

西鉄久留米

駅周辺

呉駅交通

ターミナル
R3.4事業化

仙台駅周辺

松山都市圏

（東京近郊）

津駅周辺 静岡駅周辺

近鉄四日市駅

交通ターミナル

R3.4事業化
R3.8市場調査

【凡 例】

高速道路

国道

バスタ新宿
H28.4開業

渋谷駅周辺

八王子駅

周辺

横浜青葉

IC周辺

追浜駅交通

ターミナル
R3.4事業化

品川駅西口

基盤整備

H31.4事業化
R1.10市場調査

東京都

神奈川県

千葉県

茨城県

潮来IC周辺

富浦IC周辺

埼玉県

札幌駅交通

ターミナル

R5.4事業化

大宮駅周辺

○ 供用中 ＜１箇所＞
● 事業中 ＜７箇所＞
構想段階 ＜15箇所＞

びわこ文化公園都市周辺

○品川駅、追浜駅、新潟駅、近鉄四日市駅、神戸三宮駅、呉駅、札幌駅について、 交通事業者等の関係機関と調整しつつ、
道路管理者である国が主体となって具体化に取り組む。

沖縄市胡屋・中央地区

名護漁港周辺



○ 高速道路のSA・PAにおいて、物流の効率化等、新たな機能へのニーズが高まっていることから、
SA・PA内に設置する機能高度化施設の運営による民間資金を活用して、SAPA駐車場施設の一部を
整備するスキームを検討中。

【参考】高速道路SA・PAにおけるPFI活用（イメージ）

機能高度化施設及び
当該施設と一体的に整備される駐車場

高速道路SA・PA

（例）自動運転車両の拠点施設

機能高度化施設の運営に
よる民間資金を活用して整備

（例）EV充電施設

＜機能高度化施設の具体例＞



      



公園



（国営公園）
①コンセッション方式の導入を検討
（その他、都市公園）
②調査から支援まで一貫して支援できる仕組みを検討
③事例集やノウハウ等を記したガイドラインを作成、横展開。

公園分野 実行計画 概要

具体化レベル 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

具体的検討 ３件 ３件 ３件 ３件 ３件

うち

実施方針公表
０件 ０件 ０件 ０件 ２件

うち

実施契約締結
０件 ０件 ０件 ０件 ０件

■案件候補の年度別進捗（国営公園）

■案件形成のための推進施策等

PPP/PFI導入検討対象*1 案件候補*2 事業件数目標*3

６件 ３件 ２件

20件程度/年 130件 －

■PPP/PFI導入検討対象、案件候補、事業件数目標

（国営公園）

（その他、都市公園等）

（件数は累計値）

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの。
*2：案件候補： アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、個別分野の特性を踏まえ、

他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの。
*3：事業件数目標：アクションプランに定めた、 5年間（R4-R8年度） で少なくとも具体化すべき事業件数。地方公共団体が主な事業主体であること等を踏まえ、

個別案件の状況を斟酌しつつ、事業実施の決定に至る前の段階の案件についても対象としている。

【PPP/PFI推進アクションプラン（令和5年改定版）要約】
１２か所の国営公園等、利用料金の設定された公園における公共施設等運営事業の導入を令和８年度までに２件を目標に検討する。その
他の都市公園では１０２公園でＰａｒｋ－ＰＦＩが活用され、１３０公園で活用を検討中であるところ、引き続き官民連携手法の多様化に取り組む。



【公園】 PPP/PFI導入検討対象及び案件候補の設定の考え方

国営公園
17箇所

＜基準設定の根拠・解説等＞

広域的な見地から設置し
利用料金の設定された公園

６箇所

そのうち整備が概成した公園
３箇所

＜案件候補*2＞

その他、都市公園等
113,811箇所

都市公園におけるPark-PFI導入
年間20箇所程度

130の都市公園において
Park-PFIを検討中

参考：アクションプランにおける５年間で
少なくとも具体化すべき事業件数目標：２件

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの
*2：案件候補：アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、

個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの

＜PPP/PFI導入検討対象*1＞

都市公園等の整備状況
https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_
parkgreen_tk_000156.html

・国営公園のうち、広域的な見地から
設置され（イ号公園）、利用料金
の設定された公園。ただし、PFI事
業が導入されている公園を除く。

・H29-R3の5年間に、102の都市公園
でPark-PFI導入（年平均20件）

・イ号公園のうち、国による施設整備
が概成しており、公共施設等運営
事業を導入しやすい公園を対象と
する。



【公園】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

公園

≪公園≫１２か所の国営公園等、利用料金
の設定された公園における公共施設等運営
事業の導入を令和８年度までに２件を目標に
検討する

国土交
通省

公園

・国営公園における公共施設等運営事業に
ついては、民間活力を活用した管理運営の
充実等の観点から、広域的な見地から設置
する公園のうち整備が概成した公園の中でモ
デルとなる公園を設定し、民間事業者のニー
ズの把握や、運営権の設定範囲、要求水
準、モニタリング方法等の具体的な制度設
計、導入効果の試算等を含め、その導入に
関して検討を行う。また、これらの状況を踏ま
え、他の公園における導入についても検討す
る。（令和４年度開始、令和５年度強化）＜国
土交通省＞

国土交
通省 （R4実績）

国営公園において公共施設
等運営事業を導入する際の
留意点等を検討。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

公園

・公園全体での民間活用の拡大に向け、令
和５年度から創設された官民連携による公園
の整備・管理運営のための調査を含め、地方
公共団体の取組を調査から整備まで一貫し
て支援するとともに、令和４年度に策定・公表
した事例集やノウハウ等を記したガイドライン
を活用し、横展開等を図る。（令和４年度開
始、令和５年度強化）＜国土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
公園全体での民間活用につ
いて、支援の仕組みを検
討。また、先進事例の情報
収集を行い、事例を整理。

（R5実績）
（R6実績） （R7実績） （R8実績）

公園

・Ｐａｒｋ－ＰＦＩと同様に、一定の公共還元等を
条件として、建蔽率の参酌基準の緩和等の
特例について、ＰＦＩ等他の官民連携手法を導
入する際にも措置できるよう対応を検討す
る。（令和４年度開始）＜国土交通省＞

国土交
通省 （R4実績）

PFI等、Park-PFI以外の官
民連携手法を活用した公園
整備事業の実施状況等につ
いて、情報収集を実施。

（R5実績）
（R6実績） （R7実績） （R8実績）

国営公園において公共施

設等運営事業を導入する際

の留意点等を検討する。

実施方針等の検討を行う。 事業者の公募を行う。

公園全体での民間活用に

ついて、支援の仕組みを検

討。また、先進事例の情報

収集を行い、事例集やガイ

ドラインを作成。

引き続き、公園全体での民間活用の案件形成と先進事例の横展開等を図る。地方公共団体を支援し公

園全体での民間活用の案

件形成を図るとともに、事

例集やガイドラインを活用し、

先進事例を横展開。

PFI等、Park-PFI以外の官

民連携手法を活用した公園

整備事業の実施状況等に

ついて、情報収集を実施。

令和４～５年度の検討内容を踏まえ、必要な対応を検討・実施。PFI等、Park-PFI以外の官

民連携手法を活用した公園

整備事業の実施状況等を

踏まえ、対応について検討。



国営公園におけるコンセッション方式の導入

＜国営公園の管理運営内容（例）＞

●１２か所の国営公園等、利用料金の設定された公園における公共施設等運営事業の導入を
令和８年度までに２件を目標に検討する。
●国営公園における公共施設等運営事業については、民間活力を活用した管理運営の充実等
の観点から、広域的な見地から設置する公園のうち整備が概成した公園の中でモデルとな
る公園を設定し、民間事業者のニーズの把握や制度運用等を含め、その導入に関して検討
を行う。

花修景の実施 遊具の適切な管理



MICE施設



①ＭＩＣＥ施設におけるコンセッション方式活用推進に向けた調査等事業【Ｒ４・Ｒ５事業にて実施】
②民間サウンディングプラットフォームの体制整備【Ｒ４・Ｒ５事業にて実施】

MICE施設分野 実行計画 概要

具体化レベル 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

具体的検討 ３件 ５件 ８件 １１件 １３件

うち

実施方針公表
０件 ０件 ２件 ４件 ６件

うち

実施契約締結
０件 ０件 １件 １件 ２件

■案件候補の年度別進捗

■案件形成のための推進施策等

PPP/PFI導入検討対象*1 案件候補*2 事業件数目標*3

６０件 ４９件 １０件

■PPP/PFI導入検討対象、案件候補、事業件数目標

（件数は累計値）

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの。
*2：案件候補： アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、個別分野の特性を踏まえ、

他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの。
*3：事業件数目標：アクションプランに定めた、 5年間（R4-R8年度） で少なくとも具体化すべき事業件数。地方公共団体が主な事業主体であること等を踏まえ、

個別案件の状況を斟酌しつつ、事業実施の決定に至る前の段階の案件についても対象としている。

【PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）要約】
公共施設等運営事業の実現にはＭＩＣＥ需要と事業者の体力の回復を待つ必要があるが、具体化に向けた検討の支援は着実に行うこととし、
令和８年度までに１０件の具体化を目標とする。



【MICE施設】 PPP/PFI導入検討対象及び案件候補の設定の考え方

MICE振興に興味関心の高い自治体
コンベンションビューローが組織されている自治体等

（推進自治体：6、ビューロー：70）
計 76団体

＜基準設定の根拠・解説等＞

上記団体内でMICE利用されている施設規模約2,500㎡以上の公共施設数
60施設

5年以内にＰＰＰ/ＰＦＩを導入する可能性のある施設
49施設以上

・JCCB参加自治体・団体

・コンベンション施設のみならずユ
ニークベニュー等のバンドリング検
討を含む施設群としてピックアップ
・施設整備・改修規模が10億円を超
える施設の目安：施設規模約2,500
㎡以上（PPP/PFI手法導入優先的検
討規程運用の手引き）

＜案件候補*2＞

参考：アクションプランにおける５年間で少なくとも具体化すべき事業件数目標：１０件

＜PPP/PFI導入検討対象*1＞

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの
*2：案件候補：アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、

個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの



【MICE施設】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

MICE
施設

令和８年度までに１０件の具体化を目標とし
て以下の施策等に取り組む。＜国土交通省
＞

国土交
通省

MICE
施設

・地方公共団体に専門家を派遣し、混合型を
含む公共施設等運営事業方式導入に向けた
課題の調査を実施するとともに、ＭＩＣＥ施設
運営に関わる民間サウンディング等を容易に
するプラットフォームの整備に向けた検討を
行う。（令和４年度開始）＜国土交通省＞

国土交
通省

（R4実績）
3地方公共団体に専門家派
遣し、コンセッション方式の
導入調査及びサウンディン
グを実施した

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

・地方公共団体に専門家を

派遣。

・効果的なプラットフォーム

のあり方やスキームに関す

る調査・検討。

・地方公共団体に専門家を

派遣。

・プラットフォームの立ち上

げ開始。

・地方公共団体に専門家を

派遣。

・プラットフォームの実用性

の検証。

・地方公共団体に専門家を

派遣。

前年の検証を踏まえたプ

ラットフォームのブラッシュ

アップ。

・地方公共団体に専門家を

派遣。

・プラットフォームの着実な

整備及び活用。



進捗及び採用検討の状況 2022年度

MICE施設運営のコンセッション方式導入に向けた調査等事業

コンセッション方式検討段階にある自治体、同方式導入ポテンシャルのあるMICE施設を有しつつも自力検討に着
手していない自治体に対し、コンサルタントを派遣し調査（導入に向けた課題や実現の可能性等）の支援を実施。
【目標値：令和8年度までに10件の具体化】

コンセッション方式と導入の支援

コンセッション方式を採用検討中 ３件

課題

MICE施設の老朽化・管理期間の短期間契約はMICE誘致においても障害となる要因の一つであると、コンベン
ションビューローなどから指摘されている。
一方で、指定管理者制度を採用している都市が多いなか、現状変更に消極的な都市が見られる。

今後の方針

当事業において、案件候補へコンサルタントの派遣により、コンセッション方式の導入によるメリットを丁寧
に説明し、各都市の意識の変化を促す。
また、現状の指定管理の状況を個別に把握し、指定管理制度とコンセッション方式の併用も視野に入れ、コン
サルティングをしていく。
さらに、ＭＩＣＥ施設運営に関わる民間サウンディング等を容易にするためのプラットフォームの運用を行う。



公営住宅



具体化レベル 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

実施方針公表
６件 ８件 ９件 １０件 １０件

うち

実施契約締結

２件 ６件 ８件 ９件 １０件

① 公営住宅の整備事業において、PPP/PFI手法の導入検討等を補助の一部要件化【R4年度以降継続】
② 基本構想、基本計画の策定や導入可能性調査等の各段階において地方公共団体を支援【令和５年度強化】
③ 地方公共団体に対し、先行事例を横展開【R4年度以降継続】

公営住宅分野 実行計画 概要

■案件候補の年度別進捗

■案件形成のための推進施策等

PPP/PFI導入検討対象*1 案件候補*2 事業件数目標*3

１２０件程度 ３０件 １０件

■PPP/PFI導入検討対象、案件候補、事業件数目標

神奈川県

【PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）要約】
公営住宅の建替・集約化においては、低所得者の居住の安定を図ることを前提としつつ、民間事業者の経営手法や創意工夫を活用すること
に依り管理運営の効率化と資産価値の向上を図るとともに、余剰地の有効活用等を通じて収益化を目指すことが重要であることから、今後
についても、公共施設等運営事業、収益型事業又は公的不動産利活用事業の具体化に向け、引き続き重点分野とし、支援を実施する。令
和８年度までに１０件の具体化（実施契約締結）を目標とする。

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの。
*2：案件候補： アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、個別分野の特性を踏まえ、

他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの。
*3：事業件数目標：アクションプランに定めた、 5年間（R4-R8年度） で少なくとも具体化すべき事業件数。地方公共団体が主な事業主体であること等を踏まえ、

個別案件の状況を斟酌しつつ、事業実施の決定に至る前の段階の案件についても対象としている。

（件数は累計値）

静岡県、長崎県、
大分県、熊本市、
神奈川県



【公営住宅】 PPP/PFI導入検討対象及び案件候補の設定の考え方

公営住宅の建替・集約化を予定している事業数
約１,２００件

＜基準設定の根拠・解説等＞

建替・集約化を予定している事業のうち、
PPP/PFI手法の導入検討が見込まれる事業数

約１２０件

PPP/PFI手法による建替・集約化の検討に着手している事業数
３０件

アクションプラン期間（R4-R13年度）
において、公営住宅の建替・集約化の
着手が見込まれる事業数

建替・集約化を予定している事業
（R4-R13年度）のうち、一定の規模以
上の余剰地創出が見込まれ、 PPP/PFI
手法の導入検討が見込まれる事業数

一定の規模以上の余剰地創出が見込ま
れ、PPP/PFI手法による建替・集約化
の実施方針を公表又は実施を検討して
いる事業数

＜案件候補*2 ＞

＜PPP/PFI導入検討対象*1＞

参考：アクションプランにおける５年間で少なくとも具体化すべき事業件数目標：１０件（実施契約締結）

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの
*2：案件候補：アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業の活用を目指しつつ、

個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの



【公営住宅】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

公営
住宅

令和８年度までに１０件の具体化（実施契約
締結）を目標として以下の施策等に取り組
む。＜国土交通省＞

国土交
通省

公営
住宅

・公営住宅の建替・集約化に際して、公共施
設等運営事業、収益型事業又は公的不動産
利活用事業を積極的に活用し、公的負担の
抑制に資する具体的な案件形成を進められ
るよう、先行事例の情報提供の横展開を図る
ほか、基本構想、基本計画の策定や導入可
能性調査等の各段階において地方公共団体
を支援する。（平成２８年度開始、令和５年度
強化）

国土交
通省

（R4実績）
地方公共団体に対し、先行
事例の情報提供を行うととも
に、PPP/PFI手法の導入検
討の一部補助要件化及び
取組みに対する支援を行っ
た。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

・PPP/PFI手法の導入検

討を一部補助要件化し、

その内容を地方公共団体

に周知。

・先行事例の情報提供を

行うほか、地方公共団体

を支援する。

・PPP/PFI手法の導入検討を一部補助要件化し、その内容を地方公共団体に周知。

・先行事例の情報提供を行うほか、基本構想、基本計画の策定や導入可能性調査等の各段階において

地方公共団体を支援する。



【公営住宅】 PPP/PFI推進施策の概要

○ 社会資本整備総合交付金等により公営住宅を整備する際、PPP/PFI手法の導入検討等を補助の一部要件化。
・ 地域居住機能再生推進事業の新規事業において、
平成28年度より、PPP/PFI手法の導入検討を要件化
平成29年度より、三大都市圏で事業を実施する場合はPPP/PFI手法の導入を要件化
平成31年度より、政令指定都市で事業を実施する場合はPPP/PFI手法の導入を要件化

・ 公営住宅等整備事業の新規事業において、
令和４年度より、1,000戸以上の公営住宅を新規整備する場合はPPP/PFI手法の導入検討を原則要件化

○ PPP/PFI手法の導入検討に対する支援を実施。
・PFI事業の実施その他民間活用のための導入可能性調査への支援や基本構想策定段階における支援

○ 地方公共団体に対し、先行事例を横展開。

PPP／PFI手法を活用した公営住宅の建替えの例
＜建替え前＞ ＜建替え後＞

地域交流施設・介護関連施設

公営住宅



クルーズ船向け旅客ターミナル



クルーズ船向け旅客ターミナル分野 実行計画 概要

具体化レベル 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

具体的検討 １件 ３件 ３件 ３件 ３件

うち

実施方針公表
０件 ２件 ３件 ３件 ３件

うち

実施契約締結
０件 ２件 ２件 ３件 ３件

■案件候補の年度別進捗

PPP/PFI導入検討対象*1 案件候補*2 事業件数目標*3

１０件程度 ３件 ３件

■PPP/PFI導入検討対象、案件候補、事業件数目標

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの。
*2：案件候補： アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業及び国際旅客船拠点形成港湾制度の活用を目指しつ

つ、個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検討するもの。
*3：事業件数目標：アクションプランに定めた、 5年間（R4-R8年度） で少なくとも具体化すべき事業件数。地方公共団体が主な事業主体であること等を踏まえ、

個別案件の状況を斟酌しつつ、事業実施の決定に至る前の段階の案件についても対象としている。

■案件形成のための推進施策等

（件数は累計値）

【PPP/PFI推進アクションプラン（令和５年改定版）要約】
公共施設等運営事業及び国際旅客船拠点形成港湾制度を活用し、令和８年度までに３件の具体化を目標とする。
さらに、令和１３年度までに１０件の具体化を目指す。

・公共施設等運営事業及び国際旅客船拠点形成港湾制度案件の旅客ターミナル施設について、案件形成に向け、政
府の関係部局が連携して引き続き必要な支援を実施する。



【クルーズ船向け旅客ターミナル】 PPP/PFI導入検討対象及び案件候補の設定の考え方

2019年度にクルーズ船が寄港した港（港湾＋漁港）
142港

＜基準設定の根拠・解説等＞

2019年度に外国船社クルーズ船が寄港した港湾の内、
外国船社クルーズ船寄港数の増加による
ターミナル施設の建設が期待できる港

１０港

外国クルーズ船入港数が期待できる港
３港

国土交通省港湾局 公表資料

＜案件候補*2＞

参考：アクションプランにおける５年間で少なくとも具体化すべき事業件数目標：３件

＜PPP/PFI導入検討対象*1＞

*1：PPP/PFI導入検討対象：公共施設等運営事業を含む多様なPPP/PFI手法の導入を目指すもの
*2：案件候補：アクションプラン重点実行期間（R4-R8年度）において、基本的には公共施設等運営事業及び国際旅客船拠点形成港

湾制度の活用を目指しつつ、個別分野の特性を踏まえ、他の官民連携手法が有効な場合にはその可能性も併せて検
討するもの

数字で見る港湾２０２２
（国土交通省港湾局監修）

・2019年外国船社クルーズ船入港数



【クルーズ船向け旅客ターミナル】 推進施策の進捗目標

分野 内容
担当府
省庁

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度
令和８年度
（到達目標）

ク
ルー
ズ船
ター
ミナ
ル

公共施設等運営事業及び国際旅客船拠点
形成港湾制度を活用し、令和８年度までに３
件の具体化を目標とする。＜国土交通省＞

国土交
通省

ク
ルー
ズ船
ター
ミナ
ル

・国際クルーズの寄港数が、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受ける前の水準に早期
に回復し、さらなる増加につながるよう、政府
の関係部局が連携して引き続き必要な支援
を実施する。（令和２年度開始）＜国土交通
省＞

国土交
通省

（R4実績）
公共施設等運営事業に国
際旅客船拠点形成港湾制
度を加えた令和５年度以降
の数値目標を設定。

（R5実績） （R6実績） （R7実績） （R8実績）

日本におけるクルーズ再興に向け、訪日クルーズ旅客をコロナ前ピーク水準まで回復させるとともに、外国

クルーズ船の寄港回数がコロナ前ピーク水準を超えることを目指した取組を推進する。また、外国クルーズ

船が寄港する港湾数について、コロナ前ピーク水準を上回るとを目指して取り組む。

岸壁の整備や利用調整等のハード・ソフトの両面からの支援を行うことによるクルーズ船の長期的かつ安定的な寄港を確保するため、政府の関係

部局が連携して引き続き必要な支援を実施し、令和8年度までに3件の具体化を目標とする。




